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女川町の給与・定員管理等について 

１ 総 括 

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

住民基本台帳人口 

(平成20年度末) 

歳 出 額 

        Ａ

実質収支

 

人 件 費 

      Ｂ

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

平成19年度の 

人件費率 

平成 

20年度 

人 

10,411 

      千円

6,189,569

    千円

227,870

    千円

1,171,257

％ 

18.9 

％ 

18.0

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 B/A 

 

 

 

 

(参考)類似団体平均一人

あ た り 給 与 費給  料 職員手当    期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成 

20年度 

人 

143 

千円 

499,083 

千円

81,658

千円

201,984

千円

782,725

千円 

5,474 

千円

5,843

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、平成２０年４月１日現在の人数である。 

 

(3) 特記事項  なし 

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準

を示す指数である。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。 
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(5) 給与改定の状況  

  ①月例給 

区 分 

人事委員会の勧告 

給与改定率 

 

 

 

 

（参考） 

国の改定率 民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率）

平成 

20年度 

円 

－ 

円 

－ 

円

－ 

％

－ 

％ 

 － 

％

０

  （注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較

した平均給与月額である。 

②特別給 

区 分 

人事委員会の勧告 

給与改定率 

 

 

 

 

（参考） 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合  Ａ 

公務員の 

支給月数Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数）

平成 

20年度 

月 

－ 

月 

－ 

月

－ 

月

－ 

月 

－ 

月

4.50

（注）「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給

月額」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成２１年４月１日現在) 

①一般行政職 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

女川町    42.0 歳 302,911 円  347,976 円 328,647 円 

宮城県 43.1 歳 332,981 円   403,546 円    369,896 円 

国 41.5 歳 325,521 円 － 391,770 円 

 類似団体 43.2 歳 322,721 円 369,079 円  348,767 円 

②技能労務職 

区  分 

公 務 員 民   間 参 考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ） 

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間

の類似職種 
平均年齢

平均給与月額

（Ｂ） 
Ａ/Ｂ 

女川町 43.6 歳 21 人 238,114 円 265,690 円 253,352 円 － － － － 

うち運転技術員 46.8 歳 2 人 268,750 円 309,406 円 289,250 円
自家用乗用 

自動車運転者 
53.2 歳 245,600 円 1.26 

うち業務員 38.3 歳 5 人 236,400 円 254,012 円 280,460 円 用務員 54.5 歳 214,000 円 1.33 

うち調理員 52.1 歳 6 人 230,050 円 248,637 円 231,383 円 調理士 42.1 歳 230,500 円 1.08 

うち技能員 44.6 歳 4 人 248,025 円 272,627 円 254,025 円
廃棄物処理業

従業員 
44.2 歳 299,900 円 0.91 

うちその他 42.0 歳 4 人 227,125 円 250,834 円 233,800 円 － － － － 

宮城県 49.6 歳 315 人 316,948 円 362,404 円 344,022 円 － － － － 

国 49.2 歳 4,429 人 285,548 円 － 322,737 円 － － － － 

類似団体 49.3 歳 10 人 272,321 円 288,670 円 281,942 円 － － － － 
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区   分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

女川町 － － － 

 うち運転技術員 4,986,511 円  3,217,900 円 1.55 

 うち業務員 4,551,608 円  3,027,000 円 1.50 

 うち調理員 3,984,297 円  3,074,800 円 1.30 

うち技能員 4,377,037 円  4,156,100 円 1.05 

うちその他 4,018,415 円 － － 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成 16～18 年

の３ヶ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではない。 

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したもの

に、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の

額を加えた試算値である。 

③医 師 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

女川町    55.3 歳  561,867 円  1,345,625 円 689,308 円 

宮城県 － － － － 

国   46.7 歳 467,736 円 － 812,051 円 

 類似団体   46.5 歳 518,374 円 1,256,677 円 801,509 円 

④看護保健職 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

女川町    37.7 歳  260,418 円  287,006 円 263,569 円 

宮城県 － － － － 

国 37.6 歳 280,303 円 － 318,665 円 

 類似団体  40.6 歳 286,826 円 320,763 円 294,485 円 

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２１年年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら

かにされているものである。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特

殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算し

たものである。 
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(2) 職員の初任給の状況（平成２１年４月１日現在） 

区    分 女 川 町 宮 城 県 国 

一般行政職 
大 学 卒 172,200 円 176,800 円 172,200 円

高 校 卒 140,100 円 142,800 円 140,100 円

技能労務職 
高 校 卒 137,200 円 140,300 円 － 円

中 学 卒 121,600 円 123,900 円 － 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２１年４月１日現在） 

区    分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 
大 学 卒 236,500 円 290,600 円 322,600 円

高 校 卒 203,600 円 256,600 円 297,900 円

技能労務職 
高 校 卒 183,700 円 208,800 円 240,600 円

中 学 卒 178,200 円 － 円 197,200 円

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２１年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

６ 級 所属職員を指揮監督する課長の職務 
人

12

％ 

10.7 

５ 級 
課長及び、課長を補佐する参事等の職

務 

人

18

％ 

16.1 

４ 級 

上司の命を受け、事務を整理し、課長

等を補佐する課長補佐、技術補佐等の

職務 

人

12

％ 

10.7 

３ 級 
上司の命を受け、係の事務を処理する

係長、主査、技術主査等の職務 

人

36

％ 

32.1 

２ 級 

専門的な知識又は経験を必要とする

業務を行う主事、書記、技師、保育士

、保健師、栄養士等の職務 

人

16

％ 

14.3 

１ 級 
定型的な業務を行う主事、書記、技師

、保育士、保健師、栄養士等の職務 

人

18

％ 

16.1 

  （注）１ 女川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

       ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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（注） 平成１８年４月に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級

及び５級をそれぞれ統合） 

(2) 昇給への勤務成績の反映状況 

 地方公務員法第４０条に基づき、毎年１０月１日を評定日として全職員の評定を実施。（昇給の参

考資料として活用） 

 平成２１年１月１日における昇給状況は、職員２６７人中（昇給判定期間の全ての期間を勤務して

いない者を除く）上位区分（７／５号俸）に決定された者が５０人（１８．７％）、標準区分（３号

俸）に決定された者が１７２名（６４．４％）であった。 

 ※ 平成 21 年度までの期間は 1号俸抑制期間のため、標準区分において 3号俸（通常 4号俸）の昇給とな

る。 

４ 職員の手当の状況 

(1) 期末手当・勤勉手当 

女  川  町 宮  城  県 国 

1人当たり平均支給額（20年度） 

1,367 千円 

1人当たり平均支給額（20年度） 

 1,911 千円

― 

 

（平成20年度支給割合）  

 期末手当      勤勉手当 

3.0月分   1.50月分 

 ( 1.6)月分  ( 0.75)月分 

（平成20年度支給割合）  

 期末手当      勤勉手当 

  3.0月分      1.45月分 

 (  1.6)月分  ( 0.75)月分 

（平成20年度支給割合）  

 期末手当      勤勉手当 

3.0月分      1.50月分 

 ( 1.6)月分  (  0.75)月分 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

・管理職加算 １５～２５％ 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 地方公務員法第４０条に基づき、毎年１０月１日を評定日として勤務成績の評定を実施。 

 勤務成績・能力態度を総合的に評価し、成績率を決定。平成２０年度１２月期において１１２人中上位

区分（82.5/100）に決定された者が４２人（３７．５％）標準区分（72.0/100）に決定された者が６３名

（５６．３％）であった。 

 

(2) 退職手当（平成２１年４月１日現在）                                             

女  川  町 国 

（支給率）       自己都合  勧奨・定年 

勤続 2 0 年             23.5月分  30.55月分 

勤続 2 5 年             33.5月分   41.34月分 

勤続 3 5 年             47.5月分   59.28月分 

最高限度額       59.28月分   59.28月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 2～20％加算 

1人当たり平均支給額 5,678千円 18,906千円  

（支給率）       自己都合  勧奨・定年 

勤続 2 0 年             23.5月分  30.55月分 

勤続 2 5 年             33.5月分   41.34月分 

勤続 3 5 年             47.5月分   59.28月分 

最高限度額       59.28月分   59.28月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 2～20％加算 

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２０年度に退職した職員に支給された平均額である。            

(3) 地域手当 制度なし 

 

(4) 特殊勤務手当（平成２１年４月１日現在） 

支給実績（平成２０年度決算） 7,378 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）  1,229,708  円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２０年度）    4.2   ％

手当の種類（手当数） 12種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

防疫作業手当 右記業務に従事した職員 

感染症が発生又は発生する

恐れがある場合における業

務 

１日につき1,000円 

行旅死亡人取扱手当 右記業務に従事した職員 行旅死亡取扱業務 １日につき3,000円 

火葬業務手当 右記業務に従事した職員 火葬業務 １回につき1,500円 

医療業務手当 

医師のうち院長 医療業務 １月につき600,000円 

医師のうち副院長 医療業務 １月につき500,000円 

医師のうち所長又は診療部

長 
医療業務 １月につき400,000円 

医師のうち科長 医療業務 １月につき350,000円 

医師のうち医長 医療業務 １月につき300,000円 
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医師 医療業務 １月につき250,000円 

研究手当 医師 医学研究業務 １月につき200,000円 

危険手当 

放射線技師 放射線業務 １月につき6,000円 

薬剤師 薬剤業務 １月につき4,000円 

臨床検査技師 臨床検査業務 １月につき3,000円 

往診手当 

右記業務に従事した医師 往診業務 
１回につき往診料の 

50／100 

右記業務に従事した職員 往診業務 
１回につき往診料の 

10／100 

拘束手当 

夜間又は休日等において救

急患者に対応するため拘束

を命令された看護師等 

看護等業務 １回につき1,000円 

夜間看護等手当 
保健師、看護師、准看護師、

介護福祉士及び介護員 

正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全

部が深夜において行

われる看護等の業務

勤務時間が深夜の全部を含

む勤務の場合 6,800円 

深夜における勤務時間が4時

間以上の場合 3,300円 

深夜における勤務時間が2時

間以上4時間未満の場合 

2,900円 

深夜における勤務時間が2時

間未満の場合 2,000円 

看護等手当 
保健師、看護師、准看護師、

及び介護福祉士 

病院、老人保健施設

及び訪問看護ステー

ションに勤務する者

１月につき 

 保健師   5,000円 

 看護師   5,000円 

 准看護師  3,000円 

 介護福祉士 5,000円 

治験手当 医師、薬剤師 病院での治験業務 

医師 

治験１契約につき 

治験受託料の45％÷実施者数

薬剤師 

治験１契約につき 

治験受託料の5％÷実施者数

派遣診療業務手当 医師 
派離島診療所におけ

る遣診療業務 

・勤務時間が3時間以内の 

場合   10,000円 

・勤務時間が3時間を越える

場合  20,000円 
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 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成２０年度決算） 24,109 千円 

職員１人当たりの平均支給額（平成２０年度決算） 169 千円 

支給実績（平成１９年度決算） 34,620 千円 

職員１人当たりの平均支給額（平成１９年度決算） 256 千円 

 

(6) その他の手当（平成２１年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度との
異 同

国の制度と異
な る 内 容

支 給 実 績 
（平成20年度決算） 

支給職員１人当たり 
平 均 支 給 年 額
（平成20年度年度決算） 

扶 養 手 当 １ 配偶者 13,000円 
 
２ 配偶者以外の扶養親族 
１人につき 6,500円 
 

  ※ 配偶者がいない場合そのうち
１人については 11,000円 

  
  ※ 扶養親族である子のうち、満

15 歳に達する日以後の最初の4
月1日から満22歳に達する以後
3月31日までの間にある子1人
につき5,000円加算 

同 － 18,567 千円 241,126 円

住 居 手 当 １ 借家、借間に居住している 職員
ア 月額12,000 円を超えて23,000
円以下の家賃を支払っている職員
家賃から12,000円を控除した額

イ 月額23,000円を超える 家賃を
支払っている職員 

   家賃から23,000円を控除した額
の1/2（その控除した額の1/2 が
16,000 円を超えるときは 16,000
円）に11,000円を加算した額 

 
２ 持ち家居住職員 
   新築又は購入の日から起算して
５年を経過していないものに居住
する職員で世帯主であるもの 

            2,500円 

同 － 6,823 千円 200,662 円

通 勤 手 当 １ 交通機関等利用者 
  １ヶ月に要する運賃等の相当額 
 
２ 自動車等使用者 
 ア 普通自動車 
   片道使用距離により 
   2,000円～24,500円 
 イ 普通自動車以外 

片道使用距離により 
   2,000円～55,000円 

同 － 7,357 千円 77,442 円

管理職手当 管理、監督の地位にある職員のうち、
規則で指定するものについて、その職
務の特殊性に基づき、規則で定める基
準に従い支給する。 

－ － 8,966千円 689,675 円
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宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた職員に、そ
の勤務1回につき4,200円を支給する。
ただし、勤務時間が５時間未満の場合
は、その勤務１回につき2,100 円を支
給する。 

－ － 4,091 千円 102,270 円

休日勤務手当 休日において、正規の勤務時間中に
勤務を命じられた職員に規則で定める
基準に従い支給する。 
 

同 － － 千円 － 円

夜間勤務手当  正規の時間として午後10時から翌日
の午前5 時までの間に勤務を命じられ
た職員に条例で定める額を支給する。

－ － － 千円 － 円

管理職特別勤
務手当 

 管理職にある職員が緊急の必要等に
より週休日又は休日等に勤務した場合
規則で定める基準に従い支給する。 

－ － － 千円 － 円

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成２１年４月１日現在） 

 

区     分 給 料 月 額 等 

給 

 

 

 

料 

市 区 町 村 長 

 

874,000 円 

（        円）

（参考）類似団体における最高／最低額 

874,000 円 ／ 325,000 円 

副  町  長 
 656,000 円 

（        円）
656,000 円 ／ 325,000 円 

  

報 

 

 

酬 

議     長 
319,000 円 

 （        円）
380,000 円 ／ 243,000 円 

副  議  長 
258,000 円 

  （        円） 
285,000 円 ／ 192,000 円 

議     員 
240,000 円 

（        円）
261,000 円 ／ 175,000 円 

期 

末 

手 

当 

市 区 町 村 長 

副  町  長 

       （平成２０年度支給割合） 

                 ３．３５月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （平成２０年度支給割合） 

                 ３．３５月分 

退 

職 

手 

当 

 

市 区 町 村 長 

副  町  長 

 （算定方式）        （１期の手当額）   （支給時期） 

給与月額×在職月数×0.44  18,458,880円     任期毎 

給与月額×在職月数×0.26   8,186,880円     任期毎 

備   考  

 (注)１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況 

 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

                                                  （各年４月１日現在） 

区 分 

 

部 門 

職  員  数 
対前年

増減数
主 な 増 減 理 由 

平成21年 平成20年

普

通

会

計

部

門 

一
般
行
政
部
門 

福祉関係を除

く一般 行政 
67 67 0

 

福 祉 関 係 52 52 0
 

計 119 119 0

＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数    114.30 人 

（類似団体の人口 10,000 人当たり職員数 83.70 人） 

 教育部門 25 25 0
 

 消防部門  
 

小   計 144 144 0

＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数   138.32 人 

（類似団体の人口 10,000 人当たり職員数 106.29 人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

公営企業等会計

部門 
131 134 △3

 

小   計 131 134 △3
＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数   125.83 人 

合  計 
275 

[ 322 ] 

287 

[ 322 ]

△3

[   ]

＜参考＞ 

人口10,000人当たり職員数  264.14人 

  
（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 

    ３ 一般職には教育長を含む 
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成２１年４月１日現在） 

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

歳 ～  ～  ～  ～  ～ ～ ～ ～ ～ ～ 歳

未
満 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 

以
上

 

区 分 
20歳 
 
未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳

～  
35歳

36歳

～  
39歳

40歳

～  
43歳

44歳

～  
47歳

48歳

～  
51歳

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳
 
以上

計 

職員数 
人 

1 

人

16 

人 

25 

人 

27 

人

43 

人

33 

人

18 

人

30 

人

33 

人 

29 

人 

16 

人

3 

人

274

 

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

  ① 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日  

職員数 

平成22年4月1日  

職員数 
純減数 純減率 

               人 

２９２ 

               人

２７８

               人

△１４

               ％

△４．８

                                                                                

                                                                                

    （参考）女川町行政改革集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）                 

計画期間 
数値目標 

始  期 終  期

平成１７年４月１日 平成２２年４月１日 ４．８％の削減 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%
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  ② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

                （各年４月１日現在） 

          区 分 

部 門 

１７年 

計画始期 

１８年

１年目

１９年

２年目

２０年

３年目

２１年

４年目

２２年

５年目

H17年～H22年 

計 

(参考) 

数値目標 

一般行政 
職員数 130 127 125 119 119  － 122 

増 減  △3 △2 △6 0  △11(137.5％) △8 

教  育 
職員数 30 28 28 25 25  － 28 

増 減  △2 0 △3 0  △5(150.0％) △2 

消  防 
職員数 － － － -   － － 

増 減  －  -   (  ％) － 

公営企業 

等 会 計 

職員数 132 134 134 134 131  － 128 

増 減  2 0 0 △3  2 (－50.0％) △4 

計 
職員数 292 289 287 278 275  － 278 

増 減  △3 △2 △9 △3  △14 (100.0％) △14 

  （注）１ 計画期間は、１７年～２２年の５年間である。 

         ２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画 1年目以降現年

までの職員増減数の累計を示す。 

     

７ 公営企業職員の状況 

 

(1) 水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は実

質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成19年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

平成20年度 
千円 

157,775 

千円

37

千円

54,276

％ 

34.4 

％

41.0

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 B/A 

 

 

 

 

(参考)団体平均

一人あたり給与

費 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成 

20年度 

   人

8

    千円 

28,577 

    千円

4,034

    千円

11,515

    千円

44,126

       千円 

5,516 

千円

6,781

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。 

 

     イ  特記事項 なし 
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    ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２１年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基 本 給 平均月収額 

女 川 町 43.0 歳 311,156 円 459,646 円 

団 体 平 均 45.6 歳 370,362 円 564,094 円 

       （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。                                      

  

   ③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

女   川   町 一 般 行 政 職 

１人当たり平均支給額（平成20年度） 

           1,439 千円

1人当たり平均支給額（20年度） 

1,367 千円

（平成20年度支給割合）  

   期末手当       勤勉手当 

3.0月分     1.5月分 

 (   1.6)月分   (  0.75)月分 

（平成20年度支給割合）  

  期末手当      勤勉手当 

3.0月分    1.5月分 

 (   1.6)月分   (  0.75)月分 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

       (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

イ 退職手当（平成２１年４月１日現在） 

女   川   町 一 般 行 政 職 

（支給率）    自己都合  勧奨・定年 

勤続 2 0 年          23.5月分  30.55月分 

勤続 2 5 年          33.5月分   41.34月分 

勤続 3 5 年          47.5月分   59.28月分 

最高限度額    59.28月分   59.28月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置2～20％加算 

1人当たり平均支給額     －千円 

（支給率）     自己都合  勧奨・定年 

勤続 2 0 年           23.5月分  30.55月分 

勤続 2 5 年           33.5月分   41.34月分 

勤続 3 5 年           47.5月分   59.28月分 

最高限度額     59.28月分   59.28月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置2～20％加算 

1人当たり平均支給額  5,678千円 18,906千円

        

           

 

ウ 地域手当 制度なし 
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エ 特殊勤務手当（平成２１年４月１日現在） 

支給実績（平成２０年度決算） － 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算） －  円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２０年度） －  ％

手当の種類（手当数） 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

－    

－    

－    

－    

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２０年度決算） 1,471 千円 

職員１人当たり平均支給額（平成２０年度） 184 千円 

支給実績（平成１９年度決算） 1,671 千円 

職員１人当たり平均支給額（平成１９年度） 186 千円 

       （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

 

カ その他の手当（平成２１年４月１日現在）                                                

手当名 内容及び支給単価 
一般行政職の制

度との異同

一般行政職の制

度と異なる内容

支給実績 
（H20年度決算） 

支給職員1人当たり平
均支給年額 
（H20年度決算） 

扶養手当 １ 配偶者 13,000円 
 
２ 配偶者以外の扶養親族 
1人につき 6,500円 
 
※配偶者がいない場合そのうち 

  1人については 11,000円 
  
  ※  扶養親族である子のうち、満

15歳に達する日以後の最初の4
月1日から満22歳に達する以後
3月31日までの間にある子1人に
つき5,000円加算 

同 － 1,294 千円 184,857 円

住居手当 １ 借家、借間に居住している職員 
ア 月額12,000円を超えて23,000円
以下の家賃を支払っている職員 
  家賃から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支
払っている職員 
  家賃から23,000円を控除した額
の1/2（その控除した額の1/2が
16,000円を超えるときは16,000 
円）に11,000円を加算した額 
 

２ 持ち家居住職員 
   新築又は購入に日から起算して
５年を経過していないものに居住
する職員で世帯主であるもの 

            2,500円 

同 － 630 千円  315,000 円



- 15 -

通勤手当 １ 交通機関等利用者 
  １ヶ月に要する運賃等の相当額 
２ 自動車等使用者 
 ア 普通自動車 
   片道使用距離により 
   2,000円～24,500円 
 イ 普通自動車以外 

片道使用距離により 
   2,000円～55,000円 

同 － 336 千円 67,200 円

管理職手当 管理、監督の地位にある職員のうち、
規則で指定するものについて、その職
務の特殊性に基づき、規則で定める基
準に従い支給する。 

同 － - 千円    - 円

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた職員に、その
勤務1回につき4,200円を支給する。た
だし、勤務時間が５時間未満の場合は
、その勤務１回につき2,000円を支給す
る。 

異なる 勤務時間が5
時間以内場
合の支給額 

303 千円 37,875 円

休日勤務手当 休日において、正規の勤務時間中に
勤務を命じられた職員に規則で定める
基準に従い支給する。 
 

同 － － 千円 － 円

夜間勤務手当  正規の時間として午後10 時から翌
日の午前5時までの間に勤務を命じら
れた職員に条例で定める額を支給す
る。 

－ － － 千円 － 円

管理職特別勤務
手当 

 管理職にある職員が緊急の必要等に
より週休日又は休日等に勤務した場合
規則で定める基準に従い支給する。 

－ － － 千円 － 円

 

    ④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標       

平成17年4月1日  

職 員 数 

平成22年4月1日  

職 員数  
純 減 数 純 減 率 

人 

     ９ 

人

     ８ 

人

     △１ 

％

   △11.1 

                                                                                                            

      （参考）女川町行政改革集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）  

計 画 期 間 
数 値 目 標 

始  期 終  期 

平成１７年４月１日 平成２２年４月１日 11.1％の削減 

 

     イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

         →６（３）②を参照  


